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令和８年度災害救援専門ボランティア研修事業技術提案評価基準 

 

１ 基本的な考え方 

委託候補者の決定に当たっては、本県にとって最適な事業者を選定するため、提案内容の評価

に見積価格の評価を加算する方式を採用し、契約限度額の範囲内において見積書の提出のあ

った者のうち、総合点の最も高い提案事業者を委託候補者とする。 

 

(1) 提案内容の評価 

「提案書評価表」に基づき提案内容を評価し、「内容点」を与える。 

 

(2) 見積価格の評価 

見積価格については、後に示す計算式に基づき、見積価格に対する点数（以下「価格

点」という。）を与える。 

 

(3) 委託候補者の決定方法 

(1)及び(2)で評価した「内容点」及び「価格点」の合計点数が最も高い者を委託候補

者とする。 

 

 

 

 

内容点と価格点の割合は、上記のとおり６対１とする。提案者の獲得する合計点は、

内容点と価格点の合計とする。 

 

(4) 有効数字 

「価格点」の算出に当たっては、小数点以下１桁までを有効とし、小数点以下２桁目を四

捨五入する。 

 

(5) 合計点数の最も高い者が２以上あるとき（同点のとき）の対応 

ア 提案事業者それぞれの「内容点」、「価格点」が異なる場合 

「内容点」が高い者を落札者とする。 

イ 提案事業者それぞれの「内容点」、「価格点」が同じ場合 

別途日を定め、くじ引きにより委託候補者を決定する。 

 
２ 提案内容の評価 

提案内容の評価は、全評価項目で１２０点を満点とし、次の「項目評価点の考え方」に基

づい 

て、別紙「提案書評価表」により採点する。 
 

【項目評価点の考え方】 

評価項目単位の採点は０～５点までの６段階で評価する。 

① 特に優れた提案は「５点」とする。 

② 優れた提案は「４点」とする。 

③ 普通の提案であれば「３点」（基準点）とする。 

④ 劣っている提案は「２点」とする。 

⑤ 特に劣っている提案は「１点」とする。 

⑥ 非常に低いレベルの提案及び記述のないものは「０点」とする。 
 

３ 見積価格の評価 

提案事業者のうち、最も低い金額（以下「最低見積金額」という。）を提示したものを満点（20

点）とし、他の事業者の点数は、次のように算定する。 

価格点 ＝ ２０×（最低見積金額／他の事業者の見積金額） 

なお、見積価格には消費税及び地方消費税の額を含む。 

= 
総合点 

（140 点満点） 
＋ 

内容点 

（120 点満点） 

価格点 

（20 点満点） 



（令和８年度災害救援専門ボランティア研修事業）

提案書評価表

■提案内容

評価基準 加重 配点

事業実施に必要な相当の知識及び経験を有した職員を配置している。 2 10

県や各種団体との調整や連携がスムーズに行える体制となっている。 2 10

実現可能なスケジュールとなっている。 3 15

災害ボランティア、災害ボランティアコーディネーター及び災害ボランティアセン
ターの活動、心構えなどの基礎的な知識を習得できる初心者向けの内容となって
いる。

3 15

避難所の運営等ワークショップ又はグループワークを取り入れた内容となってい
る。

3 15

実現可能なスケジュールとなっている。 3 15

災害ボランティアの現状（最新情報）を提供し、コーディネーターの役割等を理解
できる、また、基礎講座を踏まえた内容となっている。

3 15

災害ボランティアセンターの運営等ワークショップ又はケーススタディワークを取り
入れた内容となっている。

3 15

4 国・地方公共団体での事業実績
過去３年以内に、国又は地方公共団体で、災害救援専門ボランティア研修事業と
同種業務の事業実績がある。

2 10

120

■見積書

合計 140

実施体制

（価格点）

記載項目

3
災害救援専門ボランティア研修事業（発展
講座）の実施方法、内容

1

20

　最も低い金額（以下「最低見積金額」という。）を提示したものを満点（２０点）とし、他の事業者の点数は、次のように算定する。
　（見積価格には消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　　　　価格点 ＝ ２０ × （最低見積金額／他の事業者の見積金額）

2
災害救援専門ボランティア研修事業（基礎
講座）の実施方法、内容

（内容点）


